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Ｆ
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送
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
を
製
造
す
る
会
社
の
株
式
を
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
保
有
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
「
国
内
で
製
造
が
禁
止
さ
れ
、
国
際
的
に
も
使
用
、
開
発
、
取
得
、
貯
蔵
、
保
有
、
移
譲
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
ク

ラ
ス
タ
ー
弾
を
製
造
し
て
い
る
会
社
の
株
式
を
、
年
金
積
立
金
で
保
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
」
の
具
体
的

に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
年
金
積
立
金
管
理

運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
。
）
が
行
う
年
金
積
立
金
の
運
用
（
以
下
「
年
金
積
立
金
の
運
用
」
と
い

う
。
）
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
の
二
及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
年
金

積
立
金
の
運
用
に
お
け
る
外
国
株
式
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
三
百
六
十
六
号
）第
三
条
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
に
よ
り
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
委
託
し
た
運
用
受
託
機
関
の
判
断
に
よ
り
、

市
場
平
均
の
収
益
を
目
指
す
運
用
方
法
で
あ
る
パ
ッ
シ
ブ
運
用
を
中
心
と
し
て
、
外
国
の
株
式
市
場
を
構
成
す
る
主
要
な
銘
柄

を
対
象
に
幅
広
く
投
資
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
他
方
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾

等
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
禁
止

一



法
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
（
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
禁
止
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
製
造
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
所
持
等
の
規
制
を
定
め
て
い
る
が
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
禁
止
法

は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
を
製
造
し
て
い
る
外
国
企
業
の
株
式
を
保
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
武
器
製
造
に
か
か
る
企
業
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
定
か
で
は
な
い
が
、
諸
外
国
で
は
、
特
定
の
企
業

の
株
式
を
公
的
年
金
の
積
立
金
の
運
用
に
お
け
る
投
資
の
対
象
外
と
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
事
例
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
当
該
措
置
の
詳
細
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
御
指
摘
の
「
条
約
及
び
国
内
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
物
品
」
及
び
「
法
令
の
ど
の
部
分
に
抵
触
す
る
の
か
」
の
意

味
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
よ
う
に
、
条
約
及
び
国
内
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
物
品
を
製
造

し
て
い
る
会
社
の
株
式
を
年
金
積
立
金
で
保
有
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
現
行
の
法
令
で
可
能
か
。
可
能
で
な
い
場
合

は
法
令
の
ど
の
部
分
に
抵
触
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
「
法
令
の
ど
の
部
分
を
ど
の

よ
う
に
変
更
す
れ
ば
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
を
製
造
し
て
い
る
会
社
の
株
式
を
年
金
積
立
金
で
保
有
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
御
質
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
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